
 

議 案 第 ３ ９ 号  
 
 

平 成 １ ９ 年 度 藤 岡 市 下 水 道 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 ２ 号 ）  
 
 
 平 成 １ ９ 年 度 藤 岡 市 の 下 水 道 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 ２ 号 ） は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  
 
（ 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 ）  
第 １ 条  既 定 の 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ ３ ８ １ ， ３ ７ １ 千 円 を 追 加 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ

れ ぞ れ １ ， ５ ３ ８ ， ８ ２ ５ 千 円 と す る 。  
２  歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金 額 並 び に 補 正 後 の 歳 入 歳 出 予 算 の 金 額 は 、 「 第 １ 表 歳 入 歳 出

予 算 補 正 」 に よ る 。  
 

（ 繰 越 明 許 費 ）  
第 ２ 条  地 方 自 治 法 第 ２ １ ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 翌 年 度 に 繰 り 越 し て 使 用 す る こ と が で き る 経 費 は 、 「 第 ２ 表 繰 越 明 許

 費 」 に よ る 。  
 
（ 地 方 債 の 補 正 ）  
第 ３ 条  既 定 の 地 方 債 の 追 加 及 び 変 更 は 、 「 第 ３ 表 地 方 債 補 正 」 に よ る 。  
 

平 成 ２ ０ 年  ２ 月 ２ ９ 日  提 出  

平 成 ２ ０ 年  ２ 月 ２ ９ 日  可 決  

 

 

 

 
 
                                      藤 岡 市 長   新  井  利  明  



（歳入） （単位　千円）

款 項 補　正　前　の　額 補　正　額 計

歳 入 歳 出 予 算 補 正第 １ 表

 1分担金及び負担金 13,491 4,672 18,163

 1負担金 13,491 4,672 18,163

 2使用料及び手数料 154,293 2,731 157,024

 1使用料 154,283 2,709 156,992

 2手数料 10 22 32

 4繰入金 558,618 △ 40,492 518,126

 1一般会計繰入金 558,618 △ 40,492 518,126

 5繰越金 11,737 7,813 19,550

 1繰越金 11,737 7,813 19,550

 6諸収入 1,615 △ 652 963

 1貸付金元金収入 1,080 △ 300 780

 3雑入 534 △ 352 182

 7市債 303,200 406,339 709,539

 1市債 303,200 406,339 709,539

 8県支出金 0 960 960

 1県補助金 0 960 960

歳 　 　 　 入 　 　 　 合 　 　 　 計 1,157,454 381,371 1,538,825



（歳出） （単位　千円）

款 項 補　正　前　の　額 補　正　額 計

 1公共下水道費 650,692 △ 36,725 613,967

 1公共下水道費 650,692 △ 36,725 613,967

 2公債費 505,762 418,096 923,858

 1公債費 505,762 418,096 923,858

歳 　 　 　 出 　 　 　 合 　 　 　 計 1,157,454 381,371 1,538,825



第２表 繰 越 明 許 費 
 

                                                            （単位 千円） 

款 項 事   業   名 金    額 

１ 公 共 下 水 道 費 １ 公 共 下 水 道 費 公 共 下 水 道 建 設 事 業 ２１，０００ 

 
 
 
第３表 地 方 債 補 正 
 
 
  １ 追 加                                                     （単位 千円） 

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利   率 償 還 の 方 法 

昭和56年度長期債借換債（公共） 3,590
 
証 書 借 入

又      は 
証 券 発 行

     
  

 
年 ５ ． ０ ％ 以 内 
（ただし、利率見直し方式で借

りいれる政府資金・公営企業金

融公庫及び銀行その他の資金

について、利率の見直しを行っ

た後においては、当該見直し後

の利率。） 
 
 

 
政府資金については、その融資条件により、銀

行その他の場合にはその債権者と協定するもの

による。 
ただし、市財政の都合により据置期間及び償還

期限の短縮、若しくは繰上償還又は低利に借換す

ることができる。 

昭和57年度長期債借換債（公共）    8,004

昭和58年度長期債借換債（公共） 29,096

昭和59年度長期債借換債（公共） 51,754

昭和60年度長期債借換債（公共） 14,900

平成元年度長期債借換債（公共） 56,400

平成２年度長期債借換債（公共） 91,980

平成３年度長期債借換債（公共） 61,700

昭和56年度長期債借換債（流域） 7,668



昭和57年度長期債借換債（流域） 11,752
  

昭和58年度長期債借換債（流域） 14,625

昭和59年度長期債借換債（流域） 19,829

昭和60年度長期債借換債（流域） 6,200

平成元年度長期債借換債（流域） 12,500

平成２年度長期債借換債（流域） 17,841

平成３年度長期債借換債（流域） 12,200

 
 
  ２ 変 更                                                     （単位 千円） 
 

  起 債 の 目 的 
               補    正    前             補    正    後 

限度額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 

公 共 下 水 道 事 業 

 

 

 

293,600 証 書 借 入

又 は 

証 券 発 行

 
年5.0％以内

 
政府資金につ

いては、その融
資条件により、
銀行その他の場
合にはその債権
者と協定するも
のによる。 

ただし、市財
政の都合により
据置期間及び償
還期限の短縮、
若しくは繰上償
還又は低利に借
換することがで
きる。 

281,400
 
補 正 前 に
同   じ

 
補 正 前 に
同 じ

 
 補正前に同じ 

流 域 下 水 道 事 業 

 

 

 

    9,600

 

 

 

8,100

 

 

 

 



歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
下水道事業特別会計

１　総括
（歳入) （単位 千円)

計補　正　予　算　額補 正 前 の 予 算 額款

1分担金及び負担金 13,491 4,672 18,163

2使用料及び手数料 154,293 2,731 157,024

3国庫支出金 114,500 0 114,500

4繰入金 558,618 △ 40,492 518,126

5繰越金 11,737 7,813 19,550

6諸収入 1,615 △ 652 963

7市債 303,200 406,339 709,539

8県支出金 0 960 960

歳　　　　入　　　　合　　　　計 1,157,454 381,371 1,538,825



（歳出) （単位 千円)

補　　正　　予　　算　　額　　の　　財　　源　　内　　訳
特　　　　　定　　　　　財　　　　　源

款 補正前の予算額 補正予算額 計
一般財源国県支出金 地 方 債 そ の 他

1 公共下水道費 650,692 △ 36,725 613,967 960 △ 13,700 4,042 △ 28,027

2 公債費 505,762 418,096 923,858 0 420,039 2,709 △ 4,652

3 予備費 1,000 0 1,000 0 0 0 0

歳　  出　  合　  計 1,157,454 381,371 1,538,825 960 406,339 6,751 △ 32,679



２　歳  入  1．分担金及び負担金 1．負担金 1．下水道事業負担金

（款） 1 分担金及び負担金 （項） 1 負担金 （単位 千円)

節
目 補正前の額 補正額 計 説　　　　　　　　　　　　　明

区　　　分 金　　額

 1下水道事業負担 13,491 4,672 18,163 1現年度賦課分 4,672 ○下水道事業受益者負担金 4,672

金     

計 13,491 4,672 18,163

（款） 2 使用料及び手数料 （項） 1 使用料
 1下水道使用料 154,283 2,709 156,992 1現年度分 1,322 ○下水道使用料 1,322

 2滞納繰越分 1,387 ○下水道使用料滞納繰越分 1,387

計 154,283 2,709 156,992

（款） 2 使用料及び手数料 （項） 2 手数料
 1下水道手数料 10 22 32 1下水道手数料 22 ○交付手数料 22

計 10 22 32



（款） 4 繰入金 （項） 1 一般会計繰入金 （単位 千円)

節
目 補正前の額 補正額 計 説　　　　　　　　　　　　　明

区　　　分 金　　額

 1一般会計繰入金 558,618 △ 40,492 518,126 1一般会計繰入金 △ 40,492 ○一般会計繰入金 △ 40,492

計 558,618 △ 40,492 518,126

（款） 5 繰越金 （項） 1 繰越金
 1繰越金 11,737 7,813 19,550 1繰越金 7,813 ○前年度繰越金 7,813

計 11,737 7,813 19,550

（款） 6 諸収入 （項） 1 貸付金元金収入
 1水洗便所改造資 1,080 △ 300 780 1水洗便所改造資 △ 300 ○水洗便所改造資金貸付金元金収入 △ 300

金貸付金元金収 金貸付金元金収

入 入

計 1,080 △ 300 780

（款） 6 諸収入 （項） 3 雑入
 1雑入 534 △ 352 182 1雑入 △ 352 ○汚水枡移設工事補償費 △ 352

計 534 △ 352 182

 7．市債 1．市債 1．下水道事業債



 7．市債 1．市債 1．下水道事業債

（款） 7 市債 （項） 1 市債 （単位 千円)

節
目 補正前の額 補正額 計 説　　　　　　　　　　　　　明

区　　　分 金　　額

 1下水道事業債 303,200 406,339 709,539 1下水道事業債 406,339 ○公共下水道事業債 △ 12,200

○流域下水道事業債 △ 1,500

○昭和５６年度長期債借換分（公共）

 3,590

○昭和５７年度長期債借換分（公共）

 8,004

○昭和５８年度長期債借換債（公共）

 29,096

○昭和５９年度長期債借換債（公共）

 51,754

○昭和６０年度長期債借換債（公共）

 14,900

○平成元年度長期債借換債（公共） 56,400

○平成２年度長期債借換債（公共） 91,980

○平成３年度長期債借換債（公共） 61,700

○昭和５６年度長期債借換債（流域）

 7,668

○昭和５７年度長期債借換債（流域）

 11,752

○昭和５８年度長期債借換債（流域）

 14,625

○昭和５９年度長期債借換債（流域）

 19,829

○昭和６０年度長期債借換債（流域）



（款） 7 市債 （項） 1 市債 （単位 千円)

節
目 補正前の額 補正額 計 説　　　　　　　　　　　　　明

区　　　分 金　　額

 6,200

○平成元年度長期債借換債（流域） 12,500

○平成２年度長期債借換債（流域） 17,841

○平成３年度長期債借換債（流域） 12,200

計 303,200 406,339 709,539

（款） 8 県支出金 （項） 1 県補助金
 1下水道事業県補 0 960 960 1下水道事業県補 960 ○公共下水道事業県補助金 960

助金 助金

計 0 960 960

 8．県支出金 1．県補助金 1．下水道事業県補助金



 1．公共下水道費 1．公共下水道費 1．公共下水道維持管理費

３　歳  出
（款） 1 公共下水道費 （項） 1 公共下水道費 （単位 千円)

補 正 額　の　財　源　内　訳 節
目 補正前の額 補 正 額 計 説　　　　　　　　　　　　明特　　定　　財　　源

一般財源 区　　分 金　　額
国県支出金 地 方 債そ の 他

公共下水道 137,244 △ 18,904 118,340 0 △ 630 9旅費 △ 38◎公共下水道維持管理経費 △ 18,9041 0 △ 18,274
維持管理費    9 旅費 △ 38

11需用費 38      職員旅費 △ 38(手)交付手数料 22
  11 需用費 38

12役務費 △ 750    ･ 光熱水費 38(諸)水洗便所改造資金貸付金元金
  12 役務費 △ 750    収入 △ 300

19負担金補助 △ 14,013    ･ 手数料 △ 750
及び交付金   19 負担金補助及び交付金 △ 14,013(諸)汚水枡移設工事補償費

21貸付金 △ 720      県央処理場維持管理負担金    △ 352
      △ 13,918    

23償還金利子 △ 3,421      下水道事業団研修会負担金
及び割引料       △ 95

  21 貸付金 △ 720
      水洗便所改造資金貸付金 △ 720
  23 償還金利子及び割引料 △ 3,421
      消費税納付金 △ 3,421

公共下水道 513,448 △ 17,821 495,627 △ 13,700 4,672 2給料 1,320◎公共下水道建設事業 △ 17,8212 960 △ 9,753
建設費    2 給料 1,320

11需用費 △ 587      職員給料 1,320(負)下水道事業受益者負担金
  11 需用費 △ 587    4,672

19負担金補助 △ 2,114    ･ 消耗品費 △ 587
及び交付金   19 負担金補助及び交付金 △ 2,114(地)公共下水道事業債 △ 12,200

22補償補填及 △ 16,440      利根川上流流域下水道建設負担金
び賠償金       △ 2,114(地)流域下水道事業債 △ 1,500

  22 補償補填及び賠償金 △ 16,440
      地下埋設物補償費 △ 16,440(県)公共下水道事業県補助金



（款） 1 公共下水道費 （項） 1 公共下水道費 （単位 千円)

補 正 額　の　財　源　内　訳 節
目 補正前の額 補 正 額 計 説　　　　　　　　　　　　明特　　定　　財　　源

一般財源 区　　分 金　　額
国県支出金 地 方 債そ の 他

    960
    

650,692 △ 36,725 613,967 △ 13,700 4,042960 △ 28,027計

（款） 2 公債費 （項） 1 公債費
元金 272,890 420,040 692,930 420,039 2,709 23償還金利子 420,040◎元金償還金 420,0401 0 △ 2,708

及び割引料   23 償還金利子及び割引料 420,040
      長期債元金償還金 420,040(使)下水道使用料 1,322

(使)下水道使用料滞納繰越分
    1,387

(地)昭和５６年度長期債借換分（
    公共） 3,590

(地)昭和５７年度長期債借換分（
    公共） 8,004

(地)昭和５８年度長期債借換債（
    公共） 29,096

(地)昭和５９年度長期債借換債（
    公共） 51,754

 1．公共下水道費 1．公共下水道費 2．公共下水道建設費



 2．公債費 1．公債費 1．元金

（款） 2 公債費 （項） 1 公債費 （単位 千円)

補 正 額　の　財　源　内　訳 節
目 補正前の額 補 正 額 計 説　　　　　　　　　　　　明特　　定　　財　　源

一般財源 区　　分 金　　額
国県支出金 地 方 債そ の 他

(地)昭和６０年度長期債借換債（
    公共） 14,900

(地)平成元年度長期債借換債（公
    共） 56,400

(地)平成２年度長期債借換債（公
    共） 91,980

(地)平成３年度長期債借換債（公
    共） 61,700

(地)昭和５６年度長期債借換債（
    流域） 7,668

(地)昭和５７年度長期債借換債（
    流域） 11,752

(地)昭和５８年度長期債借換債（
    流域） 14,625

(地)昭和５９年度長期債借換債（
    流域） 19,829

(地)昭和６０年度長期債借換債（
    流域） 6,200



（款） 2 公債費 （項） 1 公債費 （単位 千円)

補 正 額　の　財　源　内　訳 節
目 補正前の額 補 正 額 計 説　　　　　　　　　　　　明特　　定　　財　　源

一般財源 区　　分 金　　額
国県支出金 地 方 債そ の 他

(地)平成元年度長期債借換債（流
    域） 12,500

(地)平成２年度長期債借換債（流
    域） 17,841

(地)平成３年度長期債借換債（流
    域） 12,200
    

利子 232,872 △ 1,944 230,928 0 0 23償還金利子 △ 1,944◎利子償還金 △ 1,9442 0 △ 1,944
及び割引料   23 償還金利子及び割引料 △ 1,944

      長期債利子償還金 △ 1,944
505,762 418,096 923,858 420,039 2,7090 △ 4,652計

 2．公債費 1．公債費 2．利子




